
令和３年度　地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費　

小笠原村 (単位：千円)

財　　源　　内　　訳

事業名 予算額 一　般　財　源

国・都支出金 地方債 その他 社会保障財源化分

障害者福祉事業 6,822 3,616 0 0 3,206

高齢者福祉事業 101,821 11,797 0 13,022 77,002

児童福祉事業 317,976 129,703 50,000 1,246 137,027

その他 131,710 63,512 0 11,186 57,012

小　　計 558,329 208,628 50,000 25,454 274,247

国民健康保険会計繰出金 40,902 9,391 0 1 31,510

介護保険会計繰出金 183,388 469 0 54,002 128,917

後期高齢者医療会計繰出金 15,949 2,139 0 1 13,809

小　　計 240,239 11,999 0 54,004 174,236

健康増進事業 30,813 20,019 0 0 10,794

母子衛生事業 9,917 1,200 0 0 8,717

予防接種事業 9,951 343 0 0 9,608

救急患者輸送事業 1,630 1,630 0 0 0

診療所運営事業 526,739 229,084 0 138,451 159,204

その他 65,517 27,900 0 9,117 28,500

小　　計 644,567 280,176 0 147,568 216,823

1,443,135 500,803 50,000 227,026 665,306 41,558

　平成２６年４月及び令和元年１０月より消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和３年度一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、上記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 73,829千円 のうち 41,558千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,443,135千円
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